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 　　　　　　　　　　　　　　　指針の一部を改正する件」の周知について
　⑹ 職場におけるハラスメント防止対策が強化　
　
☆国税だより
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大分県自動車会議所　新年賀詞交歓会を開催

　一般財団法人大分県自動車会議所（漢二美理事長）主催による陸運関係新年賀詞交歓会
が１月６日、大分市田室町のレンブラントホテル大分において開催され、関係者や来賓な
ど約240名が参加、トラック協会関係者からは75名が参加した。
　交歓会は漢二美理事長が昨年のコロナウイルス感染の影響や国内･県内経済等について
述べたのち「当会議所も、これまで同様に会員の皆様と共に、自動車関連業界のさらなる
発展を目指して参りたいと考えている。自動車関係諸税の負担軽減、簡素化の取組みや、
大分運輸支局とともに環境対策、大分県警察とともに効果的な交通安全対策など、積極的
に取組みを行っていく」と述べた。
　続いて、来賓の広瀬勝貞大分県知事が「コロナ禍が収束した時には、自動車・陸運業界
の皆様には真っ先に活躍して、経済を活性化していただく役割を担っていただきたい」、
衛藤征士郎衆議院議員が「今年は攻めの、そして挑戦の一年であってほしいと願っている。
経済が成長し、個人消費が伸び、賃金がアップされ可処分所得が増えていく一年となるよ
う、我々も頑張っていく所存である」、久世和彦大分運輸支局長が「運輸･観光の関係者に
とって最も重要かつ最優先しなければならないことが“安全･安心”である。本年も“運
輸･観光における安全･安心”を追求し、経済活動の発展を支えるとともに、安定した国民
生活が営めるよう取り組んでいく」とそれぞれの立場からあいさつを述べた。
　次いで、来賓の紹介が行われ、県選出の国会議員四名（衛藤晟一参議院議員、吉良州司
衆議院議員、足立信也参議院議員、安達澄参議院議員）からあいさつが行われたのち、大
分労働局の中井正和労働基準部長による乾杯の発声で参加者全員が乾杯を行った。
　最後に仲浩副理事長が「コロナ禍の中で“正しく恐れよう”との考えを元に、我々の業
界がもっと発展するよう、コロナを吹き飛ばして共に頑張っていきましょう」と閉会のあ
いさつを述べて会は閉会した。なお、本会は例年に比べ大幅に時間を短縮して開催された。

㊤仲副理事長の閉会あいさつ
㊨広瀬県知事の来賓あいさつ
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令和４年　引越繁忙期対策実施事項について

Ⅰ．目　的

　　毎年３～４月は、一年で最も引越が集中する時期であり、それと共にお客様からの苦
情、問い合わせも増える時期でもある。
　　引越繁忙期においても、引越事業のサービスレベルや輸送品質を保持するため、令和
３年の引越繁忙期対策では、標準引越運送約款等を遵守するとともに、万一、お客様か
らのクレームが寄せられた場合においても「責任と誠意」を持って、対応する。
　　また、トラック運送業界の慢性的な運転者不足のなか、引越繁忙期における労働力の
確保は大きな課題であり、引越事業者を通じ、お客様への分散引越の周知を図るなど、
以下の実施事項を定めることとする。

Ⅱ．実施事項

　１．引越繁忙期における分散引越対策

　　⑴　全日本トラック協会
　　　①　広報活動の推進
　　　　　分散引越の周知に向けた広報活動を積極的に推進する。
　　　②　関係団体への協力依頼
　　　　　引越繁忙期において、経団連等の事業者全国団体に対し、分散引越へのご理解、

ご協力を求めるチラシを配布し、協力を要請する。
　　　③　消費者への周知活動
　　　　　引越事業者や消費生活センター等を通じ、消費者に対し、分散引越へのご理解

とご協力を求めるチラシを「かしこい引越」、「標準引越約款のポイント」と併せ
て、配布することにより、引越繁忙期における分散引越の周知を図る。

　　　④　ホームページへの掲載による啓発
　　　　　引越繁忙期における混雑見込み状況を全日本トラック協会ホームページへ掲載

することにより、一般消費者（引越利用者）に対する分散引越への協力を呼びか
ける。

　　⑵　都道府県トラック協会
　　　①　イベント等を通じた分散引越に係るＰＲ活動
　　　　　都道府県トラック協会が開催するイベントにおいてブース等を設置し、一般の

来場者へ分散引越チラシを配布し、周知に努める。
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　　　　　また、都道府県の各商工会議所、行政、自治体等の機関に配布要請を行い、こ
れまで以上に広く「分散引越」への協力を呼びかける。

　　　②　その他のＰＲ活動の推進
　　　　　都道府県トラック協会が自らのホームページ掲載、チラシ配布、広告、TVラ

ジオCM等の広報媒体を通じたＰＲ活動を推進する。
　　⑶　事業者
　　　①　計画的な車両、人員の確保
　　　　　年度末から年度初めの引越繁忙期においては、通常期に比べ、多くの車両、人

員が必要となることから、早い段階での計画的な車両、人員の確保に務める。

　２．その他（消費者トラブルの防止に向けた事業者の取り組み）

　　⑴　下見の実施、見積書発行、標準引越運送約款提示の徹底
　　　　インターネットを利用した見積りが増加したことに伴い、下見を行わない引越が

相当数を占めるようになり、積載重量の相違や消費者の理解不足による苦情が急増
している。

　　　　このようなトラブルを未然に防ぐため、下見の実施、見積書の発行、標準引越運
送約款提示を徹底する。

　　⑵　引越相談窓口の明確化と適切な対応によるトラブルの防止
　　　　最近のお客様からの苦情においては、事業者への連絡がつかないといった対応

不備を指摘するものが増えていることから、引越相談窓口となる担当者連絡先の
明確化及び適正な対応と処理の迅速化による二次クレームの防止を図る。さらに、
万一、事業者の責任で荷物やその他のものを毀損した場合には、誠意を持って対応
し、トラブルの防止及びお客様との信頼関係の強化に努める。

　　⑶　近隣対応の強化
　　　　引越時における近隣とのトラブルを防止するため、次の項目について、特に注意

する。
　　　①　引越開始前及び終了後には、近隣への挨拶を励行する。
　　　②　駐車中は、引越作業中であることが明らかになるよう車に表示するとともに緊

急連絡先を明記する。
　　　③　近隣より駐車車両の移動をお願いされた際には速やかに移動するなど、常に近

隣周辺への配慮を徹底する。
　　⑷　関係法令の遵守
　　　　引越業務における関係法令（約款以外）の遵守を徹底する。
　　　①　個人情報保護法に基づく秘密保持の徹底
　　　②　家電リサイクル法及び一般廃棄物の取扱に関する対応
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　　　③　特定商取引法に基づく附帯サービスに係るクーリングオフの対応
　　　④　景品表示法に基づく価格表示方法等の管理徹底
　　　⑤　消費者契約法に基づく契約内容の遵守
　　⑸　新型コロナウイルス感染症予防対策の徹底
　　　　全日本トラック協会が策定した「トラックにおける新型コロナウイルス感染症予

防対策ガイドライン」等に基づき、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に取り組
むとともに、引越においては、お客様宅への訪問見積や引越作業を行うため、次の
事項についても併せて取り組むように努める。

　　　①　お客様の自宅等を訪問する場合は、インターホンやドア越しに、対面の許可を
得たうえで面会する。

　　　②　お客様と対面する場合は、直前に手指を消毒し、マスクやフェイスシールド着
用を徹底する。可能であれば、お客様にもマスク等を提供し、着用を求める。ま
た、なるべく向い合せや至近距離にならないよう注意する。

　　　③　マスクやフェイスシールドを外した後は、手洗い、手指の消毒を徹底する。
　　　④　営業地域の感染状況や自治体の要請等に注意し、必要に応じて対応を検討する。

訂正とお詫び
　前号（408号）16ページの「令和３年度 九州運輸局長表彰について」の記事の中で、
九州運輸局長のお名前を間違って掲載しておりました。
　「川原畑徹局長」と掲載していましたが、正しくは「河原畑徹局長」でした。
　訂正してお詫び申し上げます。
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限度超過車両の新たな通行確認制度の試行を開始

　国土交通省は、限度超過車両の新たな通行確認制度の令和４年４月１日の運用開始に向
けて、令和４年２月７日より試行を開始する。
　試行期間は次のとおり。
　◎２月７日～２月18日　平日9：30 ～ 12：00、13：30 ～ 17：30（各日いずれかの時間帯）
　◎２月21日～３月31日　平日9：30 ～ 17：30
　　※土日祝日についてはセキュリティの観点から利用できない。
　改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両（限度超過車両）
を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、従来の許可申請
手続きに代えて、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新た
に創設され、令和４年４月１日に試行される。　

「特殊車両通行確認制度」説明動画の配信について

　令和４年４月１日に施行される、新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制
度」に関する説明動画が、全日本トラック協会HPに掲載されましたのでお知らせします。

パスワード：7550 （～2/14まで。2/15以降は「広報とらっく」にてご確認ください。）

　矢印部分の「特殊車両通行確認制度説明動画」のバナーをクリックして進んでください。
　会員専用となっておりますので、以下のパスワードを入力してください。
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街頭啓発活動（事故ゼロの日） の実施結果

　支部･分会等は、各種交通安全運動期間中や毎月20日を「事故ゼロの日」とし街頭啓
発活動を実施していますが、令和４年１月に実施された結果についてご報告致します。

※１月27日現在、報告受理分のみ掲載

支部名／分会名 時　　間 場　　　　　所 事業所数 人 数 実施日

大 分 西
中 央 西  7：30～ 8：00 大分市新川町 新川交差点 ７社 ７人 １月20日

大 分 南  7：30～ 8：00 大分市 大分南警察署前 ７社 ７人 １月20日

大 分 東 大 分 東  7：30～ 8：00 大分市 大分東警察署前 他 12社 13人 １月20日

別 杵 別 府  7：30～ 8：00 別府市 横断道路入口交差点 12社 19人 １月20日

県 北
中 津  7：45～ 8：15 中津市 田尻交差点 ９社 15人 １月20日

宇 佐 ･
豊後高田  7：45～ 8：15 宇佐市 柳ヶ浦高校前 11社 11人 １月20日

西 部
玖 珠  7：30～ 8：00 玖珠郡玖珠町山田

　　　　 玖珠分会事務所前 ２社 ３人 １月20日

日 田  7：30～ 8：00 日田市 玉川交差点 ４社 ５人 １月20日

県 南
臼 津 11：00～11：30 津久見市 津久見交番前 12社 12人 １月20日

佐 伯  7：30～ 8：00 佐伯市 佐伯警察署前 中　　止

１月に実施した支部･分会の街頭啓発活動

〈地域に密着した交通安全活動を展開〉
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中津分会

玖珠分会

大分南分会

街頭啓発活動の様子

大分中央西分会

宇佐・豊後高田分会

日田分会

臼津分会

別杵支部

大分東分会
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　㈱鶴見グループ（三浦政人社長）は１月４日と５日、別府市と大分市で交通安全総決起
大会を分散開催した。
　大会は、別府市は㈱鶴見本社内、大分市は大分冷凍冷蔵物流センター内で行われ、午前
と午後に分けて各２チームごとに参加、ソーシャルディスタンスと体温測定ならびに消毒
を徹底して開催された。
　大会は、三浦社長が経営方針発表、佐藤常務や山尾部長などが管理者方針発表を行った
のち、無事故・優良乗務員・デジタコ年間優良点数者に対する表彰式が行われた。
　続いて、新チームリーダー任命式、チーム目標及び取組内容の発表、乗務員安全指針の
発表が行われた。各チームが昨年の反省と昨今の重大事故情報などをもとに、本年の目標
と取組内容を発表し、本年度の無事故に向けて決意表明を行った。

㈱鶴見グループが交通安全総決起大会を開催

会員だより

三浦社長が経営方針を発表

チーム安全目標を発表（別府会場）

全員でシュプレヒコール
チーム安全目標を発表（大分会場）
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令和3年度　運行管理者試験（貨物編）
受験対策テキストについて

　㈱輸送文研社が発行している下図のテキストは大分県トラック協会でも購入可能です。
　※協会の在庫に限りがございますので、お求めの際はお問い合わせ下さい。

（TEL：097－558－6311）

価格：2,640円（税込）
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支部だより

◇大分東支部が大分東警察署に電光掲示板を寄贈
　大分県トラック協会大分東支部（中原寿博支部長）は、１月21日㈮に大分東警察署に管
内の交通事故情報などを表示する電光掲示板を寄贈した。
　同署で運用開始式が行われ、中原支部長をはじめ支部会員ならびに大分東警察署員ら計
９人が参加した。
　中原支部長が芹川俊彦署長に目録を手渡すと、芹川署長からは感謝状が贈られ「大変あ
りがたい。地域の安全のために積極的に発信する。今後も協力をお願いしたい」と謝辞が
述べられた。
　中原支部長は「情報を見てドライバーが安全運転の意識をもってくれたらうれしい」と
語った。
　寄贈された電光掲示板には、前日までに管内で起きた事故件数や「飲んだらのれん」「速
度を落として」などの交通事故防止の啓発文字が表示される。

左から、新名一大社長（㈱創美社）、藤田憲靖理事、石榑誠二理事、中原寿博支部長　
　　　　芹川俊彦署長、木本昭二事務局長（交通安全協会大分東支部）、小林靖正交通課長

贈呈式のようす 感謝状
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◇佐伯分会が佐伯警察署から感謝状

　大分県トラック協会県南支部佐伯分会（後藤信雄分会長）は、令和３年12月24日㈮に佐
伯警察署で開催された感謝状贈呈式に後藤分会長が出席、稲生清署長から交通事故防止の
諸活動に対する感謝状が贈られた。

前列左から、後藤信雄分会長、稲生清署長

贈呈式のようす 感謝状
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青年部だより
令和３年度(公社)全日本トラック協会青年部会
　　　　　　「九州ブロック長崎大会」へ参加

　令和４年１月21日㈮に、標記大会が長
崎市「ホテルニュー長崎」にて、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の観点から、
現地出席者の人数制限を行いWebでの
参加も可能として開催された。
　大分県からは、小河勇貴会長をはじめ
10名が各事業所からWeb参加した。
　基調講演では、行政書士の佐々木ひと
み氏から『運送業が未来に求められて

◇青年部会員を募集しています
　【入会資格】
　　•協会会員事業所で、概ね48歳以下の経営者、後継者及び管理者
　【問 合 せ】　公益社団法人 大分県トラック協会青年部事務局　岡部・三好
　　　　　　　　電話 ０９７－５５８－６３１１　　メ－ル okabe@ota.or.jp

九州ブロック長崎大会（永野一智会長の挨拶）

いること～若い世代がやらねばならないこと～』
をテーマに、「運送事業者に求められるもの」「ド
ライバーの育成について」の２つの内容の講演が
あった。

閉会挨拶（古川智憲大会実行副委員長）

開会挨拶（松尾健大会実行委員長）

基調講演（佐々木ひとみ氏）
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　事業用自動車事故調査委員会においては、事業用自動車の起こした重大な事故について、
各分野の専門家が議論し、事故要因の調査分析を行っております。
　この度、同委員会により新たに３件の事業用自動車事故調査報告書が公表されました。
　今回講評された事案は、〈事案１〉運行経路を急遽変更し、狭あい道路に迷い込んだこ
とに起因した踏切道における列車とトラックの衝突事故、〈事案２〉脇見運転により渋滞
最後尾にトラックが追突した多重衝突事故、〈事案３〉運行途中の飲酒により生じたトラッ
クの衝突事故の３件です。
　これらの事案は、点呼の一部未実施や運転者に対する指導教育が不十分であるなど、不
適切な運行管理が原因の一つと考えられております。
　つきましては、貴会傘下事業者において、本報告書を運行管理者や運転者への指導教育
に活用し、より一層の安全運行に努めていただけるよう、関係者への同報告書の周知方よ
ろしくお願いいたします。

記
〔特別重要調査対象事故〕
　◎事案１　大型トラックの踏切事故（横浜市神奈川区）
　　　　　　https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001446613.pdf

〔重要調査対象事故〕
　◎事案２　中型トラックの追突事故（堺市西区）
　　　　　　https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001446615.pdf

〔重要調査対象事故〕
　◎事案３　大型トラックの衝突事故（滋賀県高島市）
　　　　　　https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001446617.pdf

事業用自動車事故調査報告書の新規公表について

　標記について、九州トラック協会を通じ、国土交通省自動車局安全政策課長お
よび九州運輸局自動車技術安全部長から周知依頼がありましたので、お知らせし
ます。

※事業用自動車事故調査報告書については、以下のＵＲＬからも確認いただけます。
　https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/jikochousa/report1.html
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重要調査対象事故の概要
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大分トラックステーション食堂より

営業時間短縮のお知らせ
大分県からの営業時間短縮期間延長要請を受けて
下記の期間、営業時間を短縮します。

期間：１月27日㈭～２月20日㈰
通常の営業時間：平日８時00分～22時00分

８時00分～20時00分
⇩

※土曜日･祝日：10時00分～17時00分
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　令和３年12月６日付け「大雪時の行動変容、冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・
装備」で要請したところでありますが、今月13日の寒波において、国道８号での渋滞発生
や国道359号での通行止めといった事象が発生したところであります。
　このことから、貴協会における運送従事者の安全確保を一層盤石なものとするため、下
記の事項について再度要請するとともに、協会員への周知方、宜しくお願い申し上げます。

記
１．最新の気象予測に基づく運行計画の見直し等の行動変容による安全確保
　　最新の気象予測に基づく道路管理者等が発出する最新の道路情報を踏まえ、荷主への
調整を行うとともに、運行日程や輸送ルート変更（迂回方法）等について、見直しを行
い、運送従事者等の安全確保をお願いします。

２．冬用タイヤの点検・確実な装着及びチェーン携行等の事前準備による安全確保
　　冬用タイヤの摩耗・劣化等の点検を行うとともに、確実な装着をお願いします。
　　また、各車両には滑り止め用チェーンを確実に携行・装備するとともに、事前のチェー
ン装着訓練を実践するなど、運行従事者等の安全確保をお願いします。

「大雪時の行動変容、冬用タイヤの装着及び
チェーンの携行･装備」について（再要請）

　標記について、国土交通省金沢河川国道事務所長、石川県警察本部交通部交通
企画課長、石川県土木部道路整備課長、金沢市土木局道路管理課長、中日本高速
道路㈱金沢支社金沢保全・サービスセンター所長から周知依頼がありましたので、
お知らせします。

－18－



　さて、事業場における労働者の健康保持増進のための指針（昭和63年健康保持増進のた
めの指針公示第１号。以下「指針」という。）につきましては、事業者と医療保険者とが
連携した健康保持増進対策がより推進されるよう指針が改正され、令和４年１月１日から
適用されることとなりました。
　改正の趣旨及び内容は下記のとおりですので、改正後の指針に基づき、労働者の健康管
理が適正に行われるよう、傘下の団体、会員事業場等の関係者に対する周知方、御協力を
お願いいたします。

記
１　改正の趣旨
　　事業場における労働者の健康の保持増進については、労働安全衛生法（昭和47年法律
第57号）第70条の２第１項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進対策
を推進するため、昭和63年に指針を策定し、指針に沿った取組の普及が促進されてきた
ところです。
　　令和２年３月には、指針の策定から30年以上が経過し、産業構造の変化や高齢化の一
層の進展、働き方の変化等、日本の社会経済情勢が大きく変化していることを踏まえ、
事業場における健康保持増進対策がより推進されるよう必要な見直しが行われたところ
であり、事業者は、健康保持増進対策の推進体制を確立するために、労働衛生機関、中
央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方
公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を、事業場の実態に即して活

　標記について、大分労働局長から周知依頼がありましたので、お知らせします。

「事業場における労働者の健康保持増進のため
の指針の一部を改正する件」の周知について

関係団体の長　殿

大分労働局長

大分労発基0111第１号の２
令和４年１月11日

「事業場における労働者の健康保持増進のため
の指針の一部を改正する件」の周知について
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用することとされたところです。
　　また、令和３年２月には、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）
第27条第３項の規定に基づく定期健康診断に関する記録の写しの提供やコラボヘルスの
取組等、事業者との医療保険者とが連携した健康保持増進対策が推進されるよう、指針
が改正されたところです。
　　今般、健康保険法（大正11年法律第70号）等の一部が改正され、令和４年１月１日より、
医療保険者が健康保険法等に基づき保健事業を実施する上で必要と認めるときは、事業
者に対して40歳未満の労働者の健康情報の提供を求めることができることとなったこと
を踏まえ、医療保険者と連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、指針が改正
されました。

２　改正の内容
　⑴　健康保持増進対策の推進における留意事項関係

　　　個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提
供の求めがあった場合に、事業者が当該記録の写しを医療保険者に提供するとき、健
康保険法第150条第３項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の
同意が不要である旨が追加されました。

　⑵　その他

　　　その他所要の改正が行われました。
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●国税だより

○大分税務署　（電話 ０９７－５３２－４１７１）※自動音声案内

○マイナンバーカードの積極的な取
　得について 

　マイナンバーカードは、e－Taxによる
確定申告での利用、各種証明書のコンビ
ニでの取得、健康保険証利用、更には今後、
運転免許証との一体化も検討されている
等、大きなメリットがあるカードです。
　国税庁においては、マイナンバーカー
ドを利用した納税者の利便性向上施策に

取り組んでいるところ、令和３年１月から
は、マイナンバーカードを利用したスマ
ホ申告がより利用しやすく改善され、ま
た、生命保険料控除証明書等をマイナポー
タル経由で一括取得でき、確定申告書に
自動入力すること（マイナポータル連携）
が可能となりました。
　マイナンバーカードを取得されていな
い方は、お早めの申請をお願いいたしま
す。

○税務関係書類へのマイナンバーの
　記載と本人確認

　個人の皆さまが税務署へ申告書や申請
書等を提出する際には、毎回、マイナン
バーの記載と本人確認書類の提示又は写
しの添付が必要です。
　なお、e－Taxを利用して申告書や申請

書等を提出する場合、本人確認書類の提
示又は写しの提出が不要となりますので、
是非ご利用ください。
　詳しくは、国税庁ホームページのトッ
プページ（https://www.nta.go.jp 又は 国税
庁 検索 ）にある「社会保障・税番号制度<
マイナンバー>」をご覧ください。

○給与所得の源泉徴収票のｅLTAX
　による提出について

　給与所得の源泉徴収票の電子申告（e－
Tax）用のデータと、支払報告書の電子申
告（eLTAX）用のデータを
同時に作成し、給与所得の源泉徴収票は

支払者の所轄税務署、支払報告書は受給
者の住所地の市区町村へ一括送信するこ
とができます。
　詳しくは、e－Taxホームページ（https://
www.nta.go.jp）又はeLTAXホームページ
（https://www.eltax.lta.go.jp）をご覧くださ
い。
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試　験　種　別 講習内容 講　習　料 講 習 実 施 月 日
区別 種　　類 受講資格 日数 時間 受講料 テキスト代 ３月

免
許
移動式クレーン

登録第38号
全科（学科･実技） ６日 26H 99,000 4,565

14日～18日と22日
実技のみ ６日 9H 90,200

技

　
　
　
　能

　
　
　
　講

　
　
　
　習

車
両
系
建
設
機
械

整地･運搬等

登録第36号

大型特殊運転免許所持者
小型車両系特別教育所持
者（３ヶ月以上）

３日 14H 49,500 1,430 ２日～４日
23日～25日

全科（学科･実技） ６日 38H 93,500 1,430 ７日～10日と14日～15日

解 体 用
登録第3－21号

車両系（整地等･旧
解体）技能講習所
持者

１日 5H 16,500 1,570 ７日・22日

不整地運搬車
登録第3－23号

車両系（整地等）
技能講習所持者
大型特殊免許所持者

２日 11H 35,200 1,570

高 所 作 業 車

登録第3－22号

移動式・小型移動式
クレーン技能講習所持者 ２日 12H 37,400 1,880 １日～２日

15日～16日
普通運転免許所持者 ３日 14H 38,500 1,880 １日～３日

15日～17日普通運転免許なし ３日 17H 47,300 1,880

小 型 移 動 式
ク レ ー ン

登録第3－20号

玉掛･床上ク技能講習
クレーン免許所持者 ３日 16H 41,800 1,370 ２日～４日

16日～18日免除なし ３日 20H 46,200 1,370

玉 掛 け
登録第41号

小ク･床上ク技能講習
移ク・クレーン免許所持者 ３日 15H 19,800 1,650 ９日～11日

23日～25日免除なし ３日 19H 24,200 1,650

フォークリフト

登録第4－1号

フォークリフト特別教育（３ヶ月）
大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし）

２日 11H 16,500 1,650 14日と18日

大型・中型・普通運転
免許所持者 ４日 31H 29,700 1,650

１班 14日～17日
２班 14日と22日～24日
土･日

普通運転免許なし ５日 35H 30,800 1,650 11日と14日～17日

シ ョ ベ ル
ロ ー ダ ー

登録第4－2号

大型特殊免許所持者（キャ
タピラ限定なし） ２日 11H 15,400 1,870 受講希望者が一定の人数に

達した時点で実施を検討し
ます。大型・中型・普通運転

免許所持者 ５日 31H 31,900 1,870

特
別
教
育

クレーン等（吊り上げ過重５ﾄﾝ未満） ２日 13H 12,100 1,705 ９日～10日
28日～29日

小型車両系（機体質量３トン未満） ２日 13H 12,100 1,370 28日～29日
ロ　　ー　　ラ　　ー（制限なし） ２日 10H 12,100 1,360 29日～30日
フォークリフト（最大荷重１トン未満） ２日 12H 12,100 1,650 30日～31日

職 長･安 全 衛 生 責 任 者 教 育 ２日 14H 12,100 1,540 ７日～８日
30日～31日

熱 中 症 予 防 労 働 衛 生 教 育 １日 3.5H 4,400 1,430

令和３年度 技能講習･実技教習計画、講習料一覧表

大分労働局長登録教習機関　大分産業機械技能教習所だより

（問い合わせ先）

大分産業機械技能教習所一　　般
社団法人

☎（０９７）５５４－２２４６
ＦＡＸ（０９７）５５４－２２４８

※受講申込みの際に、助成金利用の旨をお知らせ下さい。

〒870-0905 大分市向原西１－５－11
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◎はい作業主任者技能講習（定員各50名）   　６月16日㈭・17日㈮  
         　10月19日㈬・20日㈭
         　１月18日㈬・19日㈭

◎積卸し作業指揮者安全教育（定員30名）　　　  　７月15日㈮

◎車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育（定員30名） 　９月２日㈮

◎交通労働災害防止担当管理者教育（定員20名）  　10月11日㈫

　※各々定員を表示しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況により変更する場合があります。

※フォークリフト及びショベルローダー等運転技能講習の業務廃止に伴い、当支部で取得
された修了証の再交付・書替は「技能講習修了証明書発行事務局」での手続きとなります。
（HP：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/gino/・TEL：03－3452－3371、3372）

令和４年度 講習案内

陸災防だより

大分労働局長登録･登録番号第48－５号

講　　習　　名 受　講　資　格 受 講 料 テキスト代

は い 作 業 主 任 者 はい付け、はい崩しの実務経験３年以上 ８，８００円 １，５９５円

積 卸 し 作 業 指 揮 者 ７，７００円 １，９２５円

車両系荷役運搬機械 ７，７００円 １，９２５円

交通労災防止管理担当者 運行管理者基礎講習修了証の写し ５，５００円 １，５９５円

〔問い合せ先〕
陸上貨物運送事業労働災害防止協会

大分県支部
☎（０９７）５５６－７８６６
ＦＡＸ（０９７）５５２－１５９１
〒 870-0905 大分市向原西１丁目１－ 27

大分県トラック会館内

【受講料等のご案内】（税込）

【振　込　先】
　大分銀行　中島支店　普通　１４６０７０　陸災防大分県支部（リクサイボウオオイタケンシブ）
　※振込手数料は、貴社負担でお願い致します。
　※振込は講習日の２週間前までにお済ませ下さい。（申込書も２週間前までに提出ください。）
 ※振込でお支払いされた場合、領収証は発行致しません。領収証が必要な場合は、窓口及び現金書留にて
　　お願い致します。

◇受講希望日が決まりましたら、電話にてご予約下さい。
　（講習月の２ヶ月前から受付開始、予約締切は講習日３週間前まで）

～ 現場の安全は、教育から ～

（2024年３月30日まで有効）
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クロマツ移植工事に伴う「国道197号」
県庁前付近夜間交通規制のお知らせ
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貸出用 新作DVD教材の紹介
　協会では、会員各社内での安全運転教育等に活用していただくため、

DVD教材の貸出しを行っています。今回、新作DVD教材「高めよう！

プロトラックドライバーとしての安全マインド（ドライバー編／管理者

編）」の紹介をします。

◎高めよう！プロトラックドライバー
　としての安全マインド（ドライバー編）

制作：一般社団法人 日本トラックドライバー育成機構

　本動画は教本「高めよう！プロトラックドライバーとしての安
全マインド」に沿った副教材です。
　プロトラックドライバーとして運転スキルがあっても、定期的
に事故を起こすドライバーがいます。それは安全に対する意識、
つまり「安全マインド」が低いからです。ここではどうすれば
「安全マインド」を高めることができるのかを学んでいきましょ
う。

◎高めよう！プロトラックドライバー
　としての安全マインド（管理者編）

制作：一般社団法人 日本トラックドライバー育成機構

　本動画は教本「高めよう！プロトラックドライバーとしての安
全マインド」に沿った副教材です。
　プロトラックドライバーとして運転スキルがあっても、定期的
に事故を起こすドライバーがいます。それは安全に対する意識、
つまり「安全マインド」が低いからです。ここでは、管理者とし
てのドライバーに「安全マインド」を高めてもらうにはどうすれ
ばよいか、様々な取り組み事例を見ながら考えていきましょう。

◎貸出方法　事務局までお問合せ下さい。
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月
区分

21年
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

スタンド
平 均

大　分 100.0 101.0 108.7 109.4 109.3 113.9 117.5 116.3 117.2 123.9 127.0 121.0
全　国 94.9 99.1 104.2 105.1 107.5 109.3 112.1 110.6 112.3 117.9 120.3 116.7

ローリー
平 均

大　分 88.2 93.7 96.8 97.8 100.6 103.2 104.7 102.6 104.7 110.9 112.2 107.2
全　国 86.0 89.8 95.5 95.6 97.3 100.5 103.4 101.5 102.5 109.2 111.5 105.9

カ ー ド
平 均

大　分 98.1 102.5 109.5 108.6 109.6 111.3 115.7 108.3 112.7 119.0 120.7 117.0
全　国 94.8 98.9 103.8 104.3 106.4 109.3 112.0 110.7 112.7 118.6 120.2 116.2

燃 料 情 報 ２．購入メーカー
件数 割合

ＪＸ日鉱日石 10 35.7
出 光 4 14.3
昭 和 シ ェ ル 3 10.7
エクソンモービル 0 0.0
キ グ ナ ス 0 0.0
コ ス モ 7 25.0

そ の 他 4 14.3
合 計 28 100.0

１．価　格（円）
価　格（県内）

最高 最低 平均
スタンド平均 144.0 106.0 121.0
ローリー平均 118.0 102.2 107.2
カ ー ド 平 均 140.5 106.2 117.0

注）平均価格は県ト協、全ト協調べ（消費税抜きの価格）
注）スタンド：スタンドと特約をしている値段の平均

令和３年12月末現在で調査した県内の
軽油価格は次のとおりです。

軽油価格調査一覧表

頁数 旧 新 変更の種別

７ ㈱テクノ大分西営業所
上野　浩伸 藤野　浩一 代表者の変更

11 富士運輸㈱大分支店 フジトランスポート㈱大分支店 名称の変更

18

㈱エーストランスポート
大分市坂ノ市中央１丁目７番33号
ＴＥＬ 097－529－7215
ＦＡＸ 097－529－7127

大分市横塚２丁目６番30－１号
ＴＥＬ 097－524－2271
ＦＡＸ 097－524－2273

住所の変更
ＴＥＬ番号の変更
ＦＡＸ番号の変更

19 ㈱テクノ大分営業所上野　浩伸 藤野　浩一 代表者の変更

20 ㈱オオヒラ企画大分市大字坂ノ市337
㈱明日香会館
大分市大字里451番地

名称の変更
住所の変更

23 大分高速運輸㈲中山　光吉 中山　博樹 代表者の変更

28 大分高速運輸㈲中津営業所中山　光吉 中山　博樹 代表者の変更

会員名簿訂正方のお願い
下記のとおり、会員事業所において事業計画変更がありましたので、お知らせします。
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令和３年12月 元 売 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
元　　売　　名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ 117.77 106.44 122.95
出 光昭和シェル 117.80 106.35 121.46
エクソンモービル
キ グ ナ ス
コ ス モ 123.00 101.70 116.90

そ の 他 114.06 107.43 118.36

令和３年12月 購 入 量 別 集 計 表 地区：九州（沖縄除）
月 間 購 入 量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 118.32 106.50 121.45
30 ～ 50キロリットル未満 108.70 116.40
50 ～ 100キロリットル未満 106.77 105.00
100キロリットル以上 110.25 104.98

令和３年12月 支払期限別集計表 地区：九州（沖縄除）
支　払　期　限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
30　 日　 未　 満 118.46 108.38 110.80
30 ～ 60日 未 満 116.39 105.96 119.93
60　 日　 以　 上 119.83 105.94 140.50

軽 油 価 格 推 移 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均

令 和 ３ 年 ８ 月 111.92 102.80 110.80
令 和 ３ 年 ９ 月 111.89 104.32 115.75
令 和３年 1 0 月 118.62 110.91 120.89
令 和３年 1 1 月 120.90 112.34 123.69
令 和３年 1 2 月 117.58 106.56 120.39

※消費税抜きの価格となります。

令和４年１月25日現在
（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表 （令和３年12月）

令和３年12月 単 純 計 算 表 地区：九州（沖縄除）
スタンド平均 ローリー平均 カード平均
117.58 106.56 120.39
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日 曜 行　　　　　　　　　　　　　　　事

16 水 令和３年度 第１回運行管理者等特別講習（9：30 大分県トラック会館）
令和３年度 企業物流セミナー（13：30 Web）

17 木 運行管理者等一般講習（10：00 大分県教育会館）

18 金 令和３年度 第１回適性診断活用講座（13：30 大分県トラック会館）
令和３年度 （公社）全ト協青年部会全国大会（14：00 東京都「京王プラザホテル」）

19 土

20 日 トラックの森整備事業植樹式（11：00 城島高原パーク）

21 月

22 火

23 水 天皇誕生日

24 木 NASVA リスク管理（基礎）セミナー（13：30 大分県トラック会館）
全ト協 第17回労働安全・衛生委員会（書名決議）

25 金
運行管理者等一般講習（動画視聴方式）（9：45 自動車事故対策機構大分支所）
正副会長会（10：00 大分県トラック会館）、臨時理事会（13：00 大分県トラック会館）
令和３年度 九州ブロック女性協議会 第３回役員会（13：30 熊本市「ザ・ニューホテル熊本」）

26 土

27 日

28 月

3/1 火

2 水 運行管理者等一般講習（動画視聴方式）（9：45 自動車事故対策機構大分支所）
全ト協 第18回経営改善・情報化委員会（13：30 全ト協）

3 木

4 金 令和４年度 助成事業等に係る実務担当者会議（13：30 全ト協）

5 土

6 日

7 月 第13回トラック輸送における取引環境・労働時間改善大分県地方協議会（14：00 大分県トラック会館）

8 火

9 水

10 木 運行管理者一般講習（動画視聴方式）（9：45 自動車事故対策機構大分支所）

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

行事予定表（２月16日～３月15日）
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帳票関係FAX注文書

ご住所（〒　　－　　　） お電話
（　　　　）　　　　－

貴社名
担当者名

※ご記入いただきました個人情報については、帳票注文に係る業務以外の目的には利用いたしません。

（公社）大分県トラック協会 宛　（FAX：097－552－1591） 令和　　年　　月　　日

単　　位 単価（円） ご注文部数

１ 運転日報（基本） 100枚 180

２ 運転日報（応用） 100枚 330

３ 乗務日報 100枚 280

４ 日常点検記録簿 １冊 160

５ 日常点検記録簿（トレーラ） １冊 160

６ 点呼記録表（25名用Ａ） 100枚 620

７ 点呼記録表（25名用Ｂ） 100枚 620

８ 点呼記録表（12名用Ａ） 100枚 360

９ 点呼記録表（12名用Ｂ） 100枚 360

10 点呼記録表ファイル（12名用） １個 1,330

11 点検整備記録簿 １冊 310

12 車輌管理台帳 １冊 230

13 運転者台帳 50枚 510

14 運転者台帳 索引 １枚 25

15 運転者台帳ファイル １冊 820

16 運行管理者届 １枚 60

17 整備管理者届 １枚 60

18 運行管理規程 １冊 210

19 整備管理規程 １冊 160

20 タコチャート紙　Ｍ７－120 １箱 620

21 タコチャート紙　Ｍ７－140 １箱 620

22 タコチャート紙　Ｍ26－120 １箱 620

23 タコチャート紙　Ｍ26－140 １箱 620

24 ゼロ旗 １枚 1,530

25 運送約款（掲示用） １枚 110

26 運送約款（冊子） １冊 165

27 運行指示書（輸送文研社） １冊 490

28 運行指示書（アルプス印刷） 30枚 410
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